
国
民
健
康
保
険
制
度
の
お
知
ら
せ

　
令
和
６
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
が
決
定

し
、
７
月
中
旬
に
国
民
健
康
保
険
税
の
決
定

通
知
書
を
、
納
税
義
務
者
で
あ
る
世
帯
主
の

方
へ
送
付
し
ま
す
。
昨
年
度
ま
で
特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
天
引
き
）
で
納
付
し
て
い
た
方

も
、
世
帯
構
成
の
変
更
や
所
得
の
関
係
で
普

通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）
に
変

更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
徴
収
方
法
は

通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
納
め

忘
れ
の
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
お
よ
び

決
定
通
知
書
（
納
付
書
）
に
つ
い
て

▶普通徴収の納付月と納期限について

納付月 7 月 8 月 9 月 10 月

納　期 1期 2期 3期 4期

納期限 7/31（水） 9/2（月） 9/30（月） 10/31（木）

納付月 11 月 12 月 １月 ２月

納　期 5期 6期 7期 8期

納期限 12/2（月） 12/25（水） 1/31（金） 2/28（金）

※�納期限は納付月の末日です。末日が休日の場合は翌営業日に
なります。（12月のみ 25日）

・�

課
税
限
度
額
が
見
直
さ
れ
、
後
期
高
齢
者

支
援
金
分
が
22
万
円
か
ら
24
万
円
に
変
更

と
な
り
ま
し
た
。
医
療
給
付
費
分
お
よ
び

介
護
納
付
金
分
は
据
え
置
き
と
な
り
ま

す
。

・�

低
所
得
世
帯
に
対
す
る
国
民
健
康
保
険
税

の
軽
減
制
度
で
、
軽
減
判
定
所
得
の
基
準

が
見
直
さ
れ
、
左
記
の
表
の
と
お
り
と
な

り
ま
し
た
。
軽
減
は
自
動
判
定
さ
れ
る
た

め
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
所
得

の
申
告
を
し
な
い
と
軽
減
判
定
が
さ
れ
な

い
た
め
、
必
ず
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

※�

詳
細
に
つ
い
て
は
、
7
月
中
旬
に
発
送
の

国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
お
よ
び
決

定
通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
８
月
１
日
㈭
は
、
国
民
健
康
保
険
証
の
切

り
替
え
日
で
す
。
有
効
期
限
が
令
和
７
年
７

月
31
日
㈭
の
新
し
い
保
険
証
は
、
７
月
中
に

各
世
帯
主
宛
に
郵
送
し
ま
す
。
お
手
元
に
届

き
ま
し
た
ら
、
記
載
内
容
に
誤
り
が
な
い
か

ご
確
認
い
た
だ
き
、
８
月
１
日
以
降
医
療
機

関
な
ど
を
受
診
す
る
際
は
、
新
し
い
保
険
証

を
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
８
月
１
日
を
過
ぎ
て
も
新
し
い
保

険
証
が
届
か
な
い
場
合
は
、
保
険
年
金
課
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

暮らしの情報欄

▼
70
～
74
歳
の
方

　
保
険
証
が
高
齢
受
給
者
証
を
兼
ね
た
「
国

民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者

証
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
医
療
機
関
で
の
負

担
割
合
（
３
割
ま
た
は
２
割
）
が
記
載
さ
れ

て
お
り
、
令
和
５
年
分
の
所
得
申
告
に
よ
り

判
定
し
て
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
改
正
の
お
知
ら
せ

軽減割合
軽減判定の基準となる所得金額

（世帯主と国保の加入者、国保から後期高齢者医療制度
へ移った方の前年所得の合計額）

7 割 43 万円（基礎控除額）+10万円×（給与所得者などの
数－ 1）を超えない世帯

5 割 43 万円（基礎控除額）+10万円×（給与所得者などの
数－ 1）�+（29.5 万円×被保険者数）を超えない世帯

2 割 43 万円（基礎控除額）+10万円×（給与所得者などの
数－ 1）+（54.5 万円×被保険者数）を超えない世帯

国
民
健
康
保
険
証
の
廃
止
に
つ
い
て

　
国
か
ら
示
さ
れ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

と
健
康
保
険
証
の
原
則
一
本
化
の
方
針
に
基

づ
き
、
従
来
の
健
康
保
険
証
は
12
月
2
日
㈪

に
廃
止
さ
れ
、
新
規
発
行
が
終
了
し
ま
す
。

　

12
月
1
日
㈰
時
点
で
お
手
元
に
あ
る
保
険

証
は
、
廃
止
日
以
降
も
保
険
証
に
記
載
の
あ
る

有
効
期
限
ま
で
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　
な
お
、
７
月
中
旬
に
発
送
す
る
利
根
町
の

保
険
証
の
有
効
期
限
は
、
令
和
７
年
７
月
31

日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

※�

転
職
や
転
出
な
ど
で
加
入
し
て
い
る
健
康

保
険
が
変
わ
っ
た
場
合
、
利
根
町
の
国
民

健
康
保
険
証
は
使
え
な
く
な
り
ま
す
。

※�

令
和
7
年
7
月
31
日
ま
で
に
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
移
行
す
る
（
75
歳
に
到
達
す

る
）
方
な
ど
一
部
の
方
は
、
有
効
期
限
が

異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
保
険
証
廃
止
後
の
対
応
に
つ
い
て

・�

マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い
方
ま
た

は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
保
険
証
利
用

登
録
を
し
て
い
な
い
方

　
お
手
元
の
保
険
証
の
有
効
期
限
（
令
和
7

年
7
月
31
日
㈭
）
を
迎
え
る
前
に
、
従
来
の

保
険
証
に
代
わ
る
「
資
格
確
認
書
」
を
送
付

す
る
予
定
で
す
。
従
来
の
保
険
証
と
同
様
、

医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
提
示
す
る
こ
と

で
、
引
き
続
き
一
定
の
窓
口
負
担
で
医
療
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
方

　
今
後
も
引
き
続
き
マ
イ
ナ
保
険
証
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お

持
ち
の
方
に
つ
い
て
は
、
ご
自
身
の
被
保
険

者
資
格
な
ど
を
把
握
で
き
る
よ
う
「
資
格
情

報
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付
す
る
予
定
で
す
。

▼
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
申
込
に
つ
い
て

・
申
し
込
み
方
法

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
（
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
機

能
が
あ
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
が

必
要
）、
セ
ブ
ン
銀
行
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
、
医
療
機

関
な
ど
の
顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
、

役
場
住
民
課
窓
口
の
い
ず
れ
か
で
申
し
込
み

を
行
っ
て
く
だ
さ
い

・
申
し
込
み
に
必
要
な
も
の

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
数
字
4
桁
の
暗

証
番
号
（
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
暗

証
番
号
）

▼
所
得
申
告
に
つ
い
て

　
所
得
の
申
告
（
ま
た
は
簡
易
申
告
）
を
し

て
い
な
い
と
、
国
保
税
の
正
確
な
算
定
や
軽

減
な
ど
の
判
定
が
で
き
ま
せ
ん
。
所
得
の
な

い
方
も
忘
れ
ず
に
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
口
座
振
替
に
つ
い
て

　
納
め
に
行
く
手
間
が
省
け
、
納
め
忘
れ
の

な
い
便
利
な
口
座
振
替
を
推
奨
し
て
い
ま

す
。
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
保
険
年
金
課
ま
た
は
対
象
の
金
融
機

関
窓
口
に
設
置
の
口
座
振
替
依
頼
書
に
ご
記

入
の
う
え
、
各
金
融
機
関
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

・
常
陽
銀
行　
・
水
郷
つ
く
ば
農
協

・
み
ず
ほ
銀
行　
・
三
井
住
友
銀
行

・
水
戸
信
用
金
庫　
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行　

限
度
額
適
用
認
定
証
の
更
新
に
つ
い
て

（
有
効
期
限
は
７
月
31
日
㈬
）

▼
限
度
額
適
用
認
定
証
に
つ
い
て

　
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
お
よ
び
「
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
は
、

医
療
機
関
で
高
額
な
医
療
費
が
か
か
る
場
合

に
、
国
民
健
康
保
険
証
と
一
緒
に
提
示
す
る

こ
と
に
よ
り
、
窓
口
で
の
支
払
い
が
自
己
負

担
限
度
額
ま
で
（
食
事
代
、
差
額
ベ
ッ
ド
代

な
ど
は
対
象
外
）
と
な
り
ま
す
。

▼
限
度
額
適
用
認
定
証
の
更
新
に
つ
い
て

��　

現
在
お
持
ち
の
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

ま
た
は
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」
を
、
8
月
1
日
以
降
も
必
要
と
さ

れ
る
方
や
、
新
た
に
交
付
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、保
険
年
金
課
に
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

※�

保
険
税
に
未
納
が
あ
る
場
合
に
は
、
認
定

証
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

※�

国
保
加
入
者
の
中
に
、
令
和
5
年
分
の
所

得
つ
い
て
未
申
告
者
が
い
る
場
合
は
、
負

担
区
分
の
正
し
い
判
定
が
で
き
な
い
こ
と

か
ら
、
申
告
を
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ

り
ま
す
の
で
、ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
申
請
が
必
要
な
方

・
70
歳
未
満
の
方

　
所
得
の
区
分
に
関
係
な
く
、
更
新
・
交
付

対
象
と
な
り
ま
す
。

・
70
歳
～
74
歳
の
方

�（A）�

保
険
証
の
負
担
割
合
が
３
割
の
方
で
、
課
税

所
得
が
１
４
５
万
円
～
６
９
０
万
円
の
方

（B）
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

※�

右
記
に
該
当
し
な
い
方
に
つ
い
て
は
、
医

療
機
関
の
窓
口
に
お
い
て
、
保
険
証
を
提

示
す
る
こ
と
で
所
得
の
区
分
が
確
認
で
き

る
た
め
、
認
定
証
の
交
付
を
受
け
る
必
要

が
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
申
請
す
る
方
の
国
民
健
康
保
険
証

・�

世
帯
主
お
よ
び
対
象
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
確
認
で
き
る
も
の

・
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

※�

別
世
帯
の
方
が
申
請
を
行
う
場
合
は
、
委

任
状
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

▼
マ
イ
ナ
保
険
証
を
使
っ
て
み
ま
せ
ん
か

　
マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用
す
れ
ば
、
限
度
額

適
用
認
定
証
が
不
要
に
な
る
の
で
、
役
所
で

の
認
定
証
の
事
前
申
請
手
続
き
や
、
高
額
な

医
療
費
を
一
時
的
に
自
己
負
担
し
た
り
す
る

必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。
マ
イ
ナ
保
険
証
を

ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
証
の
更
新
に
つ
い
て

Q
．
古
い
保
険
証
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
？

A
．�

有
効
期
限
が
過
ぎ
た
保
険
証
は
保
険
年

金
課
に
返
却
い
た
だ
く
か
、
ご
自
身
で

裁
断
破
棄
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

Q
．�

有
効
期
限
が
令
和
７
年
７
月
31
日
で
は   

な
い
が
？

A
．�

有
効
期
限
は
、
年
齢
や
国
民
健
康
保
険

税
の
納
付
状
況
な
ど
に
よ
り
変
わ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
後
日
郵
送

の
保
険
証
に
同
封
の
ご
案
内
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

Q
．
国
民
健
康
保
険
以
外
の
健
康
保
険
に
加

　
　
入
し
た
ら
？

A
．�

就
職
や
扶
養
加
入
な
ど
で
国
民
健
康
保

険
以
外
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場
合

は
、
保
険
年
金
課
ま
で
届
け
出
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

▼問い合わせ先
　�保険年金課　国民健康保険係
　☎６８－２２１１（内線１７３）

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年
金
保
険
料
（
以
下
、
保

険
料
）
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
方
に
対
し
、
電
話
や
文
書
に

よ
る
納
付
の
ご
案
内
を
民
間
事
業
者
に
委
託
し
て
お
り
、

「
株
式
会
社
ア
イ
ヴ
ィ
ジ
ッ
ト
」
が
担
当
し
て
い
ま
す
。

　
事
業
の
民
間
委
託
を
通
じ
て
被
保
険
者
の
方
に
年
金
制

度
に
つ
い
て
の
ご
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

保
険
料
の
納
め
忘
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
低
額
年
金
者
や
無

年
金
者
の
減
少
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

▼
業
務
委
託
に
関
す
る
留
意
点

・
日
本
年
金
機
構
か
ら
民
間
事
業
者
に
提
供
し
て
い
る
個

　

�

人
情
報
は
、
ご
案
内
を
行
う
う
え
で
必
要
と
な
る
保
険

料
の
納
め
忘
れ
の
あ
る
方
の
情
報
に
限
定
し
て
い
ま
す
。

・�

民
間
事
業
者
の
担
当
者
が
保
険
料
の
ご
案
内
を
行
う

際
に
は
、事
業
者
名
お
よ
び
氏
名
を
名
乗
っ
た
う
え
で
、

お
客
様
の
本
人
確
認
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・�

保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
、
民
間
事
業
者
に
お
問
い
合

わ
せ
さ
れ
る
場
合
は
、
送
付
さ
れ
て
き
た
郵
便
物
な
ど

を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
民
間
事
業
者
の
担
当
者
が
次
の
事
項
や
要
求
を

行
う
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①�

訪
問
す
る
こ
と
や
、
現
金
を
お
預
か
り
す
る
こ
と
。

（
令
和
５
年
５
月
以
降
、訪
問
業
務
を
廃
止
し
て
い
ま
す
。）

②�

基
礎
年
金
番
号
通
知
書
、
年
金
手
帳
、
年
金
証
書
、
通

帳
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
な
ど
を
お
預
か
り
す
る
こ
と
。

③
手
数
料
を
要
求
す
る
こ
と
。

④�

金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
に
お
い
て
A
Ｔ

Ｍ
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
保
険
年
金
課　
医
療
年
金
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
７
）

国
民
年
金
保
険
料
の
ご
案
内
は

　
民
間
事
業
者
に
委
託
し
て
い
ま
す

12令和 6年 7月（No.724）13 令和 6年 7月（No.724）


